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◎知的障害者旅客運賃割引規則の一部改正について（適用日：平成 31 年４月１日） 

知的障害者旅客運賃割引規則（平成３年 11 月北海道旅客鉄道株式会社公告第 47 号）の一

部を次のように改正し、平成 31 年４月１日から適用する。 

 

令和元年７月 17 日 

北海道旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長    

島田 修      

 

第２条第２項の次に次を加える。 

３ 第１種知的障害者及び第２種知的障害者の別については、療育手帳の「旅客鉄道株式

会社旅客運賃減額」欄の記載により確認することができる。 


